

富士山静岡空港を往復利用する旅行商品の参加者募集パンフレット、チラシ、新聞広告など（以下、パンフレット等）を作成する場合、制作費用の補助制度があります。
《補助対象》

以下の条件を満たすパンフレット等

1 富士山静岡空港の定期便を往復利用した商品を掲載していること

② 富士山静岡空港の商品と空港ＰＲを掲載した面積が全体の１/3以上占めていること

《補助の内容》

補助率や限度額等は、掲載内容により以下のとおり区分されます。

○パンフレット等の区分（詳細は補助金交付要綱を参照）

・単独広告：静岡空港利用商品のみで構成される広告

（例：静岡空港定期便往復利用商品＋静岡空港発着チャーター便利用商品も可）

・複合広告：富士山静岡空港を利用しない商品も含む広告

（例：静岡空港利用商品に加え、バス旅行商品などを加えたもの）

	
	パンフレット等の区分
	補助率
	限度額
	申請回数

	１
	一般複合広告
	１／３
	10万円
	 9月10日まで提出分（前期）

各社８回
※ ただし、予算の範囲内で交付

	２
	一般単独広告
	１／３
	20万円
	

	３
	乗継複合広告
	１／２
	15万円
	

	４
	乗継単独広告
	１／２
	30万円
	


《補助を受けるためには・・・》
補助金交付要綱にしたがって、申請書等を提出してください。

《補助の流れ》

	【旅行会社】
	
	【促進協】

	① 補助金申請書（様式１）を提出

前期：９/10(木)まで


決定確定通知を受理


② 請求書（様式３）を提出

補助金を受領
	
	受理、審査

決定確定通知

受理

補助金支払い

（請求日の翌月末まで）


※ 様式は、促進協議会のＨＰからダウンロードできます。

《メール送信先》

　富士山静岡空港利用促進協議会

　　〒 420-0851　静岡市葵区黒金町２０－８ 静岡県商工会議所連合会内

　　Tel：054-252-8161　　E-mail：info-fsa@fs-airport.com
　※ 申請書及び請求書は、押印した書類をＰＤＦファイルにしてメール送信してください。

※ 添付するパンフレット、新聞広告は原本をPDFファイルにして添付してください（PDF画像が見づらい場合は原稿も添付してください）。
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※富士山静岡空港PR例


・アクセス（○○ICから約○○分）　・空港シンボルマーク　　等
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